
□チェックリスト　※この用紙です □チェックリスト　※この用紙です □チェックリスト　※この用紙です ※左記の申請書類に併せて、以下

□申請書兼請求書【第１号様式】　 □申請書兼請求書【第１号様式】　 □申請書兼請求書【第１号様式】　 　の書類を提出してください。

□誓約書兼同意書【第２号様式】　 □誓約書兼同意書【第２号様式】　 □誓約書兼同意書【第２号様式】　

□経費等報告書【第３号様式】 □経費等報告書【第３号様式】 □経費等報告書【第３号様式】 □業務委託等の契約書の写し又は

□通帳の写し　 □通帳の写し　 □通帳の写し　 　契約があったことを示す申立書　

　※通帳を開いた１・２ページ 　※通帳を開いた１・２ページ 　※通帳を開いた１・２ページ □支払者が発行した支払調書

　(銀行名、口座番号、口座名義人がわかるページ） 　(銀行名、口座番号、口座名義人がわかるページ） 　(銀行名、口座番号、口座名義人がわかるページ） 　又は源泉徴収票　

□納税証明書　 □納税証明書　 □納税証明書　 □開業届の写し　

　※霧島市外にお住まいの方 　※霧島市外にお住まいの方 　※霧島市外にお住まいの方

□指定月（令和４年11月から令和５年４月 □指定月（令和４年11月から令和５年４月 □指定月（令和４年11月から令和５年４月

　までのいずれか指定した月）の経費等 　までのいずれか指定した月）の経費等 　までのいずれか指定した月）の経費等

　がわかるもの 　がわかるもの 　がわかるもの

例：領収書、通帳等(写し) 例：領収書、通帳等(写し) 例：領収書、通帳等(写し)

※　原則、宛名や品名又は但し書き等 ※　原則、宛名や品名又は但し書き等 ※　原則、宛名や品名又は但し書き等

　が記載されているもの 　が記載されているもの 　が記載されているもの

□直近（令和４年分）の確定申告書類　 □直近（令和４年分）の確定申告書類　

□第一表の控え（写） □第一表の控え（写） □申告書の控え（両面写）

　※収受印があること 　※収受印があること 　※無い場合は税務課に相談

□青色申告決算書の控え（写）　 □収支内訳書の控え（写） □収支内訳書の控え（写）

　※経費等を仕入金額に計上している 　 　

　　場合は、貸借対照表の写しも提出

□新規開業者等で確定申告等がお済でない □新規開業者等で確定申告等がお済でない □新規開業者等で確定申告等がお済でない

　事業者 　事業者 　事業者

□開業届の写し □開業届の写し □開業届の写し

※１　不動産所得を売上の対象とする方（県個人事業税の課税対象者に限る）は、「確定申告書類（不動産所得用）」の写しを併せて提出してください。

※２　【上乗せ給付分】を申請される事業者は、裏面も記入してください。

申請書類チェックリスト

【通常給付分】

青色申告 白色申告 市県民税等申告
個人事業主で雇用契約によらない業
務委託契約等に基づく事業活動を雑
所得または給与所得で申告された方

□直近（令和５年度分）の確定申告書類

【個人事業者用】



　

□利益率に係る事業活動状況報告書 □利益率に係る事業活動状況報告書 □利益率に係る事業活動状況報告書

　【第４号様式の２】 　【第４号様式の２】 　【第４号様式の２】

□比較する事業年度（直近の事業年度の □比較する事業年度（直近の事業年度の □比較する事業年度（直近の事業年度の

　３年度以内の事業年度に限る。）確定 　３年度以内の事業年度に限る。）確定 　３年度以内の事業年度に限る。）確定

　申告書類 　申告書類 　申告書類

□第一表の控え（写） □第一表の控え（写） □申告書の控え（両面写）

　※収受印があること 　※収受印があること 　※無い場合は税務課に相談

□青色申告決算書の控え（写） □収支内訳書の控え（写） □収支内訳書の控え（写）

　※１ページのみ 　 　

□新規開業者等で確定申告等がお済でない □新規開業者等で確定申告等がお済でない □新規開業者等で確定申告等がお済でない

　事業者 　事業者 　事業者

□利益率の算出の根拠となる書類 □利益率の算出の根拠となる書類 □利益率の算出の根拠となる書類

　例）月次試算表等 　例）月次試算表等 　例）月次試算表等

※不動産所得を売上の対象とする方（県個人事業税の課税対象者に限る）は、「確定申告書類（不動産所得用）」の写しを併せて提出してください。

【上乗せ給付分】

青色申告 白色申告 市県民税等申告


